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持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ 

 

 

当社は、2025 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である seawise 株式

会社（以下「seawise」という）の保有株式の全部を常石造船株式会社（以下「常石造船」という）に

譲渡すること（以下「本件株式譲渡」という）を決議しましたので、お知らせいたします。本件株式譲

渡に伴い、seawise は当社の持分法適用関連会社から除外されることとなります。 

また、本件株式譲渡により、特別利益を計上する見通しであることも、併せてお知らせいたします。 

 

1． 異動の理由 

当社は常石造船、三井物産株式会社とともに、海事産業の各種課題を AI 技術で解決し、船舶の生涯

価値向上に貢献するプラットフォームを構築する目的で、2022 年 11 月に合弁会社となる seawise を

設立いたしました。 

設立後は、船舶データの収集、保管、利活用に関するベストプラクティスを作り、大量のデータを

低コストで運用する技術基盤を構築してまいりました。開発したソリューションの新造船案件への標

準搭載が進行し、足もとではギリシャやシンガポールといった海外市場にも進出するなど事業が進

捗。2025 年９月時点では設立から３年で 200 隻以上の船舶への導入を達成しました。 

このように、会社設立から開発を経て、新造船への標準搭載が進み、国内外の有力なプロバイダー

との連携によって継続的に隻数を獲得できるスキームが確立されました。今後の事業が安定自走でき

る形が実現したなかで、特にデータの収集、保管、利活用に関するソリューションの開発面で強みを

もつ当社が株主として担う役割を一定終えた状況を踏まえ、当社が保有する seawise の株式の全部

（40％）を譲渡することといたしました。 

 

2． 異動する会社の概要 

（１）名称 seawise 株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区神田東松下町 41-1 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 筒井一彰 

（４）事業内容 同社は船舶から取得されるデータを管理・利活

用する情報基盤を海事業界を主として船主向け

に提供しております。主な収益はデータ基盤の

利用料を含むSaaS提供によるサブスクリプショ

ン収入、およびハードウェアの搭載に伴う工事

案件の取次に係る収入で構成されます。 

（５）資本金 １億円 

（６）設立年月日 2022 年 11 月１日 

（７）大株主及び持株比率 常石造船株式会社 40％ 

株式会社 JDSC 40％ 

三井物産株式会社 20％ 

（８）上場会社と当該会社の関係 
資本関係 

当社は当該会社株式の 40％を

保有しております。 

人的関係 

当社の従業員１名が出向し、

同社の代表取締役に就任して

おります。 

取引関係 

当社と当該会社の間には、当

社による業務支援等の取引関

係があります。 



（９）最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：千円） 

決算期 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

純資産 728,311 680,851 595,385 

総資産 732,558 701,812 599,683 

       ※最近３年間の経営成績及び財政状態のその他の項目については、株主の意向により非開示と

させていただきます。 

 

3． 譲渡先の概要 

（１）名称 常石造船株式会社 

（２）所在地 広島県福山市沼隈町常石 1083 番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 奥村幸生 

（４）事業内容 船舶の建造、修繕 

（５）資本金 １億円 

（６）設立年月日 2011 年１月４日（創業 1917 年 7 月） 

（７）大株主及び持株比率 ツネイシホールディングス株式会社 100％ 

（８）上場会社と当該会社の関係 資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引状況 

当社と当該会社の間には、

当社による業務支援等の取

引関係があります。 

関連当事者への該

当状況 
該当事項はありません 

 

4． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式 3,000,000 株 

（議決権の数：3,000,000個、議決権所有割

合:40％） 

（２）譲渡株式数 3,000,000 株 

（議決権の数：3,000,000 個） 

（３）異動後の所有株式 ０株 

（議決権の数：０個、議決権所有割合:０％） 

※譲渡価額は、譲渡先との間で締結した株式譲渡契約上の秘密保持義務を踏まえ、非開示とさせ

ていただきます。 

 

5． 日程 

（１）取締役会決議日 2025 年 12 月 10 日 

（２）契約締結日 2025 年 12 月 10 日 

（３）株式譲渡実行日 2025 年 12 月下旬（予定） 

 

6． 今後の見通し 

本件株式譲渡に伴い、seawise は当社の持分法適用関連会社から除外されることとなります。ま

た、本件株式譲渡により、当社グループは、2026年６月期第２四半期決算において約 97百万円（概算

額）の株式譲渡益を特別利益として計上する見込みであります。 

なお、2026 年６月期第２四半期以降の当社グループ業績に対する具体的な損益影響につきまして、

公表済みの業績予想値において見込んでいた持分法による投資損失に関して修正を予定しております

が、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 
 


